
土地を譲渡するときの届出
（法第４条）

土地所有者

土地の買取り希望の申出
（法第５条）

浜松市長

市役所関係各課・地方公共団体等に
買取り希望の有無について照会

買取りを希望する
地方公共団体等があるとき

買取りを希望する
地方公共団体等がないとき

市長から買取り協議を行う
地方公共団体等の決定通知

買取りを希望しない
ことを市長から通知

土地所有者 土地所有者買取り協議を行う
地方公共団体等

協議

第三者に譲渡可能

協議成立 協議不成立

第三者に譲渡可能

地方公共団体等
へ譲渡

【浜松市における公拡法の手続きの流れ】
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 ≪お願い≫
　　上図のとおり届出等をした土地については、
　一定期間内（届出した日を含めて最大６週間）、
　譲渡が制限されます。
　　そのため、譲渡が制限される期間を見越して
　届出等をするようにしてください。
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